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【検査費用の助成についてのお問い合わせ先】
・猪苗代町　保健福祉課　　電話番号0242-62-2115
・お子さんの住民票住所を届ける予定の市町村
〇検査を実施する時点で市町村から受検票が交付されていない場合
○里帰り等で県外での受検を希望する場合

　 お子さんの住民票住所の市町村にご連絡ください。
〇町から受検票が交付されており、県内の医療機関で受ける場合
1 お子さんの住民票住所として届ける予定の市町村が猪苗代町の場合、本受検票（母と子の健康のしおり）が使えます。もし、他市町村に住民票の届出をする場合は本受検票は使えません。
2 検査の際に、受検票の太枠内を記載し、受検票の綴りを医療機関へお渡しください。
3 医療機関に、助成額を差し引いた検査費用を支払います。
　※無くした、汚れた等により受検票が使えない場合には、市町村に連絡し、市町村から再交付を受けてください。
　※転出などの理由により、猪苗代町以外の市町村にお子さんの住民票住所を届ける場合には、交付された受検票を必ず猪苗代町へ返却してください。

新生児聴覚検査については、お子さんの住民票のある市町村が助成を行っています。
猪苗代町は初回・確認・再確認検査まで助成を行い、その助成額は以下の通りです。
　検査機器が自動ABRの場合　８，５００円、OAEの場合　３，０００円
市町村から新生児聴覚検査受検票が交付されますので、検査を行う医療機関へ提出してください。
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